
庁名

500円 350円 300円 180円 140円 110円 100円 50円 40円 20円 10円

民事訴訟 通常訴訟 10 10 10 10 20 7000円

7000円
（郵送費用を現金又は電子
納付する場合。郵送費用を
郵便切手で納付する場合は
不要。）

【郵便切手で納付する場合】
左記の郵便切手合計額は、当事者が３人までの場合の金額で
す。
当事者が４人以上の場合には、左記の郵便切手に１人増すごと
に２７００円分を加算して納付してください（内訳は次のとおり）。
（内訳）５００円４枚、１１０円５枚、２０円５枚、１０円５枚

【現金又は電子納付により納付する場合】
左記の予納金額は、当事者が３人までの場合の金額です（注：
当事者の数とは、原告と被告の人数の合計を指します。なお、複
数の当事者に共通の訴訟代理人がある場合には１人として計
算してください。）。
当事者が４人以上の場合には、左記の予納金額に１人増すごと
に２０００円を加算して納付してください。

民事調停 民事調停
備考欄のと
おり

金沢地方裁判所管内の簡易裁判所の郵便切手及び予納金一
覧表を御参照ください。

担保不動産競売申立て 0円 ５筆まで５０万円

申立ての内容によって、対象物件が５筆までであっても５０万円
を超える金額を用意していただくことがあります。また、競売事件
の進行によって、さらに追加で予納金をご用意いただくことがあ
ります。５筆を超える場合、共同住宅や工場等を含む場合はお問
い合わせください。

強制競売申立て 0円 ５筆まで５０万円

申立ての内容によって、対象物件が５筆までであっても５０万円
を超える金額を用意していただくことがあります。また、競売事件
の進行によって、さらに追加で予納金をご用意いただくことがあ
ります。５筆を超える場合、共同住宅や工場等を含む場合はお問
い合わせください。

債務名義に基づく債権差押え
備考欄のと
おり

3080円（各当事者1人の場合）
（内訳）
第三債務者送達用 1290円分×1組
陳述書返送用　 　　　  460円分×1組
債務者送達用        1220円分×1組
債権者通知用          110円分×1組
※当事者の数が増える場合はその組数分を追加して納付してく
ださい。

養育費等に基づく債権差押え
備考欄のと
おり

3080円（各当事者1人の場合）
（内訳）
第三債務者送達用 1290円分×1組
陳述書返送用　 　　　  460円分×1組
債務者送達用        1220円分×1組
債権者通知用          110円分×１組
※当事者の数が増える場合はその組数分を追加して納付してく
ださい。

民事執行

予納金 備　考

金沢地方裁判所本庁・管内支部

カテゴリ 申立ての種類
添付郵便切手内訳 郵便切手合

計額

郵便切手及び予納金一覧（令和７年１０月１日～）



500円 350円 300円 180円 140円 110円 100円 50円 40円 20円 10円
予納金 備　考カテゴリ 申立ての種類

添付郵便切手内訳 郵便切手合
計額

財産開示 10 20 10 10 7900円

８000円
（郵送費用を現金又は電子
納付する場合。郵送費用を
郵便切手で納付する場合は
不要。）

予納金の場合、申立書提出後、必要な書類を送付（交付）しま
す。銀行窓口で振込手続をするか、金沢地方裁判所会計課（七
尾支部への申立ての場合は同支部会計係）に現金をお持ちく
ださい。
電子納付利用の登録がある方は、申立書提出時に登録コード
をお知らせください。

情報取得 0円

【預貯金等の場合】
５０００円
【給料の場合】
６０００円

【預貯金等の場合】
直送用の特定封筒（レターパック）を第三者の人数分用意してく
ださい。
第三者が１人増えるごとに４０００円追加
【給料の場合】
第三者が１人増えるごとに２０００円追加

債権仮差押 4 1 2 4 3100円

左記は債権者、債務者、第三債務者が各１人の場合の郵便切
手の納付額です。
第三債務者が１人増えるごとに１８８０円分の郵便切手（内訳：５
００円２枚、３００円１枚、１８０円２枚、１１０円２枚）を追加して、債
務者が１人増えるごとに１２２０円分の郵便切手（内訳：５００円２
枚、１１０円２枚）を追加して納付してください。
なお、陳述書の郵送を希望する場合は第三債務者１人ごとに１
１０円切手１枚を追加して納付してください。

不動産仮差押・仮処分（処分禁止） 2 2 4 2 2140円

登記嘱託先が１か所増えるごとに９２０円分の郵便切手（内訳：
３００円2枚、１１０円２枚、５０円２枚）を追加して、債務者が１人
増えるごとに１２２０円分の郵便切手（内訳：５００円２枚、１１０円
２枚）を追加して納付してください。

不動産仮処分（占有移転禁止）
備考欄のと
おり

債務者への送達が同時送達となる場合には、郵便切手の納付
は不要です。
なお、同時送達ではない場合には、１２２０円分の郵便切手（内
訳：５００円２枚、１１０円２枚）を納付してください。

保護命令 保護命令
備考欄のと
おり

３１４８円
（内訳：５００円４枚、１１０円８枚、４０円２枚、３０円２枚、２０円４
枚、１０円４枚、２円４枚）

労働審判 労働審判 4 10 10 10 20 4000円 4000円

民事執行

保全


